
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
十
二
号

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令

経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
十
五
号
）
第
一
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す

る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
関
税
割
当
申
請
書
）

第
一
条
　
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
関
税
割
当
申
請
書
の
様
式
は
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
部
数
は
一
通
と
す
る
。

（
関
税
割
当
証
明
書
）

第
二
条
　
令
第
二
条
第
七
項
の
関
税
割
当
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
関
税
割
当
証
明
書
の
分
割
）

第
三
条
　
令
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
割
当
て
を
受
け
た
者
が
そ
の
割
当
数
量
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
割
当
数
量
を
含
む
。
）
を
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
数
量
に
応
じ
て
関
税
割
当
証
明
書
（
こ
の
条

の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
関
税
割
当
証
明
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
関
税
割
当
証
明
書
分
割
申
請
書
一
通
に
当
該
関
税
割
当
証
明
書
を
添
え
て
、
農
林
水
産
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
関
税
割
当
証
明
書
分
割
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
申
請
に
係
る
関
税
割
当
証
明
書
に
代
え
て
、
分
割
し
た
関
税
割
当
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
税
割
当
証
明
書
の
返
納
）

第
四
条
　
令
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
割
当
て
を
受
け
た
者
は
、
当
該
割
当
数
量
又
は
そ
の
残
存
数
量
（
割
当
数
量
か
ら
割
当
て
に
係
る
貨
物
の
輸
入
数
量
を
差
し
引
い
た
数
量
を
い
う
。
）
に
係
る
貨
物
の
輸
入
を
希

望
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
関
税
割
当
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
貨
物
の
輸
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
関
税
割
当
証
明
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
税
割
当
数
量
）

第
五
条
　
令
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
八
千
ト
ン
と
す
る
。

（
公
表
）

第
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
各
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
関
税
割
当
申
請
書
の
提
出
の
時
期
及
び
提
出
先
、
添
付
書
類
そ
の
他
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
割
当
て
の
基
準
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
、
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
八
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
一
二
日
農
林
水
産
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
関
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
一
八
日
農
林
水
産
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
二
日
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

1



こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2



別
記
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）
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別
記
様
式
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第2（第2条関係）（平19農水令32・一部改正） （表面） 原産地 経済連携協定に基づく農林水産省の 根拠法規所掌事務に係る物資の関税割当制度 に関する省令第2条 主務官庁農林水産省 関税割当証明書 証明書番号 割当年月日期間満了日 割当てを受けた者の氏名（名称） 割当てを受けた者の住所電話番号 証明の内容 関税率表番号品名数量及び単位その他の事項 農林水産大臣 （裏面） 通関状況（品名） 税関申告番号 及び申告年月日 通関数量関税割当数量の 残存数量 許可年月日 及び税関押印  
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別
記
様
式
第
３
（
第
３
条
関
係
）
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